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東京都 23区 長、 26市 長、 5町 長 、 7村 長 殿
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① 調査項 目
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2 0 0 5 年 1 月 1 0 日

市民 自治井戸端会議

代表 柳 日由紀子
西東京市柳沢 1-4-18

0424-61-3246

第2回 公共施設におけるたばこ対策アンケート調査のお願 い

ご清祥のことと存 じます。

私共は、市民の立場で行政のあり方について調査 ・学習 ・働きかけ等を行つている市民

団体です。昨年同時期に (町村は 3月 末)貴 暇に、公共施設におけるたばこ対策関するア

ンケー ト調査をお願いしたところ、 23区 、 26市 、 5町 、4村 よりご回答を頂くことが

でき、調査結果を報告書にまとめることができました。ご協力をありがとうございましたc

前回の調査は、健康増進法施行に伴い、各自治体でのたばこ対策の現状を知ることが目

的でした。実態については、お送りした調査結果報告書に記しましたが、どの白治体t)ま

だ対策が不十分であることが分かりよLンた―タ

例えば、評価の比較対象とした 5施 設 (小学校、中学校、役所庁合、図書館、体育郎f・

スポーツセンター)に おいて、屋内、圧外共に禁煙すなわら数地内を全面禁煙としている

自治体は、小学校、中学校で 3割 強にとどまり、図書館は 1割 にすぎず、役所庁舎や体育

館 ,ス ポーツセンターでは皆無でした。昼外での喫煙を容認 しているところが多いためで

す。

しか し、今年度新たな対策が立てられ、禁煙がすすんだ自治体もあると思います。そこ

で第 2回 目の調査を実施することにしました。前回調査項目の不十分な点を改め、記入 し

やす くいたしましたが、ご不明の点につきましてはお問合せください。また、記載施設以

外の施設につきましてお分かりの場合はお知らせいただけると半いです。

ご多忙とは存じますがご協力をお願いいたします。なお、回答結果は前回同様公表いた

します。

記

:た ばこの禁lllll、分煙、その他の対策

:自 治体所有の公共施設

:1月 24日 (月)

:別紙 「調査票」にご記入の上、返信用封衛にて郵送 もしくは、

ファックスで送信 して くだ さい。

独 自のたばこ対策資料がある場合は同封 いただければ幸いですr



公共施設におけるたばこ対策調査票 回答期限 05年1月24日(月)

フアックスの場合 は送 り状なしで本票を 0424-61-3246に ご送信ください。

●以下の調査項目についてご記入ください。

14該 当施設がある場合はO、ない場合は Xを おつけください。

2.該 当施設力やある場合はその数をお書きください。

3.屋 内、屋外別に該当箇所にOを おつけください。

同種の施設でも個別に対応が異なる場合は該当箇所に数をご記入ください。

4,た ばこ対策に関する要綱=条例等の整備状況についてお答えください。

施 設 名

調 査 項 目

小学校 中学校 役所庁舎 図書館 体育館コスポ
ーツセンター

児童館 学童クラブ 児童関連

施設

1 施 設 の 有 無

2 施 設 数

3 屋 内

b.分煙①専用部屋のみ

②他の部屋と共用

…………Ω清津繊や酷劇熱気

………0喫 揮揚恥指震Ω盆

⑤いくつか組合せ

c`な にもしない

屋 外

b.分煙 P喫煙場所指定

c.なにもしない

施 設 名

調 査 項 目

保育園 幼稚園 保育関

連施設

地域の学習・メ化活動施設 保健関連

施設集会所 コミュニティ

センター
本轟

|…
をあ花

1 施 設 の 有 無

2 施 設 数

3 屋 内

,1…盆煙Ω霊屈部屋の免.……

Ⅲ………9他脅.部監未用….
1………Ω清漁機☆強制撫気

……Ω喫煙協所指定盆ゑ
l   ⑤ いくつか組合せ

c.なにもしない

屋 外 ユ 1■!li!lill:

b.分煙 ・喫煙場所指定

c.なにもしない



一般利用の文化施設 福祉関連施設!楢
駆祥撃祥

'lⅢ
塔あ札

高齢者関連施設

公会堂 ネエル「支イビ芸購iをおfL センター その他

1 施 設 の 有 無

2 施 設 数

3 屋 内 ill!iil111111!:!!!1111 lilii!|||:,lii!|
Ｆ
一■

■

■

”

b.分煙①専用部屋のみ

②他の部屋と共用

③清浄機や強制換気

④喫煙場所指定のみ

⑤いくつか組合せ

c、なにもしない

屋 外 !!|!lilli十1111111
b.分煙 ・喫煙場所指定

c.なにもしない

4 た ばこ対策に係る方針・指針・要綱・条例等についてお尋ねします。

1)たばこ対策について明文化されたものがありますか。いずれかにOを おつけください。

ある 。 な い

2)明 文化されたものがある場合は、件名ないし文書名をお書きください。

3)上 記対策の対象について該当する番号にOを おつけください。 2の 場合rま具体的にご記入ください。

1,建造物

2,特定エリア

や具体的にご記入ください。

3,公道

以上

ご協力ありがとうございました。

お手数ですが、以下につきご記入の上、ご返送またはご返信くださいますようお願いいたします。

(        )区 口市 ・町 ・村

(          )部 (         )課 (         )係

ご担当者名 (           )

連絡先電話 (             )フ ァックス(             )


